






































報告第２号 

   久慈市水道事業給水条例及び水道法施行条例の一部を改正する条例に関す 

る専決処分の報告について 

水道法、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、久慈市水道事業給水

条例及び水道法施行条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第180条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２

項の規定により、報告する。 

  令和６年４月15日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 








